
 

 

 

 

平成25年 第18回  

 

東京都教育委員会定例会会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         日 時：平成25年11月14日（木）午前10時02分 

 

場 所：教育委員会室 

 

 



 - 1 - 

平成２５年１１月１４日 

 

東京都教育委員会第18回定例会 

〈議 題〉 

１ 議     案 

 第８４号議案 

 教育に関する議案に係る意見について 

 第８５号議案 

 東京都公立学校長の任命について 

 第８６号議案 

 東京都公立学校教員等の懲戒処分等について 

 

２ 報 告 事 項 

 （１）高校生書評合戦首都大会２０１３について 

 （２）平成２６年度教育庁所管事業予算見積について 

 （３）東京都公立学校教員等の懲戒処分等について 
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               委 員 長          木 村   孟 

               委  員          内 館 牧 子 

               委  員          竹 花   豊 

               委  員          乙 武 洋 匡 

               委  員          山 口   香 

               委  員          比留間 英 人 

 

     事務局（説明員）  教育長（再掲）       比留間 英 人 

               次長            直 原   裕 

               教育監           高 野 敬 三 

               総務部長          松 山 英 幸 

               都立学校教育部長      堤   雅 史 

               地域教育支援部長      前 田   哲 

               指導部長          金 子 一 彦 

               人事部長          加 藤 裕 之 

               福利厚生部長        髙 畑 崇 久 

               教育政策担当部長      白 川   敦 

               教育改革推進担当部長    出 張 吉 訓 

               特別支援教育推進担当部長  廣 瀬 丈 久 

               全国高校総体推進担当部長  鯨 岡 廣 隆 

               人事企画担当部長      粉 川 貴 司 

        （書 記）  総務部教育政策課長     壹貫田 剛 史 
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開 会 ・ 点 呼 ・ 取 材 ・ 傍 聴 

 

【委員長】  ただ今から、平成25年第18回定例会を開会します。 

 まず、取材・傍聴関係でございます。報道関係は、毎日新聞社外６社、合計７社か

ら取材の申込みがございました。個人は、合計12名の方から傍聴の申込みがございま

した。許可してもよろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、入

室していただいてください。速やかに入室してください。 

 

会議録署名人 

 

【委員長】  本日の会議録署名人は、乙武委員にお願いします。 

 

前々回の会議録 

 

【委員長】  前々回10月10日開催の第16回定例会会議録については、先日お配りい

たしまして御覧いただいたと存じますので、よろしければこの場で御承認を賜りたい

と存じますが、よろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、第16

回定例会の会議録につきましては御承認いただきました。 

 前回10月24日開催の第17回定例会会議録が机上に配布されていますので、次回まで

に御覧いただき、次回の定例会で御承認いただきたいと存じます。よろしくお願いし

ます。 

 次に、非公開の決定です。本日の教育委員会の議題のうち、第84号議案から第86号

議案まで及び報告事項（３）につきましては、人事等に関する案件ですので非公開と

したいと存じますが、よろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それで

は、この件について、そのように取り扱います。 

（東京都教育委員会傍聴人規則第７条第１項の規定に基づき、委員長より３名に退場
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を命令） 

【総務部長】  委員長、よろしいでしょうか。 

【委員長】  はい、どうぞ。 

【総務部長】  ただ今退場命令が３名の傍聴人に下されましたけれども、そのうち

過日の教育委員会定例会において議事を妨害したとして退場を命じられた者が２名３

名※含まれております。これらの者が次回以降の教育委員会の傍聴を希望した場合に

は、議事を妨害しない旨の誓約書を提出させることとし、仮に誓約書が提出されない

場合には、傍聴人規則第２条第７号の規定、「その他議事を妨害することを疑うに足

りる顕著な事情が認められる者」として、教育委員会傍聴を認めないことが適当と考

えます。 

※後日、３名であることを確認し、平成25年11月28日の第19回定例会において２名か

ら３名に訂正することについて了承を得ている。 

【竹花委員】  今回は、彼らは誓約書を書いて入ってきたんですか。 

【総務部長】  書いておりません。誓約書を書いてという手続はございません。 

【竹花委員】  今の文面について、もう少し工夫を加えてください。妨害をするよ

うなという中身がありましたけれども、彼らは、自らは妨害をしていると言っていな

いわけです。質問しているだけだと言っているんです。それはまた解釈の違いを生じ

る可能性がありますので、委員長において制止をされるような事項、要するにそこが

問題にならないような言い方、書き方をして誓約書を書いてもらってください。よろ

しくお願いします。 

【委員長】  よろしゅうございますね。では、そういうふうに事を進めます。 

（東京都教育委員会傍聴人規則第７条第１項の規定に基づき、委員長より１名に退場

を命令） 

 

報     告 

 

（１）高校生書評合戦首都大会２０１３について 
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【委員長】  それでは、報告事項から参ります。報告事項（１）高校生書評合戦首

都大会２０１３について、説明を、指導部長、よろしくお願いします。 

【指導部長】  高校生書評合戦首都大会２０１３でございますけれども、これは東

京都の「言葉の力」再生プロジェクトの一環として、昨年度から実施しているもので

ございます。昨年度は東京都立高校のみで実施いたしましたが、今回は東京都をはじ

め埼玉県、千葉県、神奈川県、そして東京都と自治体間連携で様々な交流活動を実施

しております夕張市からも予選を勝ち抜いた生徒が集まって書評合戦を行い、チャン

プ本を決定するというイベントでございます。 

 まず、書評合戦とはどういうものかということでございますけれども、５人ぐらい

のグループで、各自、面白いと思った本を持って集まります。自らの体験や出来事な

どを交えて、５分間でその本を紹介します。それを聞いた後、今度は聴衆から質問を

行い、２～３分ディスカッションを行います。最後に、その５人ないし６人が発表し

た本の中で、【４】ではうちわを上げておりますけれども、一番読みたくなった本を

選んで、そのグループのチャンプ本を決めるというものでございます。 

 これにつきましては、右側に書いてございますとおり、教育的効果の高いものでご

ざいまして、まず一つは本を読むようになる。さらに、５分間でその本を紹介すると

いうことで、これはなかなか難しい発表になりまして、効果的に表現するということ

で様々な力の育成につながります。また、発表を聞いた後、質問する力も、聞いてい

て何を質問するかということで、聴衆にとっても有効な活動であります。そして何よ

りも、この書評合戦というのはコミュニケーションの力の育成につながるということ

で、「本を知って人を知る。人を知って本を知る」というのが、この書評合戦のキー

ワードになってございます。 

 左側ですけれども、予選の結果をまとめてございます。３県と夕張市も含めました

参加校数ですが、予選は286校、8,603名の高校生が発表いたしました。その発表を延

べ１万5,606名の聴衆が聞いたということでございます。 

 東京都ではどのように予選を行ったかといいますと、まず６月から８月にかけまし

て193校全校で校内予選を実施して、代表の270名が都大会に進出、東京都大会では発

表者が270名から261名になっておりますが、これは島しょ地区の学校で来られないと
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か、あるいは当日、体調を崩して参加できなかった高校生を除いた、184校、261名の

都立高校生をはじめ、国立、私立高校の生徒の参加を得て東京都大会を行いました。

結果、東京都の代表13名は、都立高校が10名、私立高校が３名ということになりまし

た。また、３県、夕張市でもそれぞれ県予選を行いまして、17名の代表を決定したと

ころでございます。 

 右側にいっていただきまして、準決勝・決勝でございますが、来週の土曜日、11月

23日の午後にベルサール秋葉原というところで行います。 

 30名はどういう生徒かといいますと、２枚目にまとめてございます。それぞれの学

校名、出場する生徒の氏名、発表する本、著者、出版社がまとめてございます。これ

を見ていただきますと、小説でもライトノベル、あるいはミステリー系の本が多くご

ざいまして、中には２番目の「ダンゴムシに心はあるのか」、あるいは十文字高校の

高橋さんは「嫌われものほど美しい：ゴキブリから寄生虫まで」といった生物エッセ

イ、科学的な題材を扱ったものが多く見られるところでございます。中には「ファウ

スト」「ハムレット」といった古典もございますが、こういったものは割と少ない傾

向でございます。この30名の生徒によって11月23日に高校生書評合戦首都大会２０１

３を実施いたします。 

 当日のスケジュールにつきましては、ここに書いてございますが、女優であり、脚

本家、作家でもある中江有里さんをゲストとして招きまして、トークショーからオー

プニングに入りまして、次にビブリオバトル普及委員会理事であります稲川綾乃さ

ん、この方には実は昨年度から私どもは書評合戦の指導をいただいておりますが、深

川高校での予選の様子などについて紹介していただいた後、準決勝、そして夕張高校

からは書評合戦で発表する生徒以外に、吹奏楽部の生徒も招待しておりまして、ここ

で演奏のアトラクションを行い、決勝、クロージングと進めてまいりたいと思ってお

ります。 

 説明は以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。ただ今の説明に対しまして、何か御質問・

御意見はございますか。 

【竹花委員】  これは東京都教育委員会も主催者になっているようですけれども、
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ほかの教育委員会の皆さん方がこれに加わってきたというのはどういう経緯ですか。 

【指導部長】  これは良い取組ですので、各県の教育委員会に参加を呼び掛けまし

て、生徒の参加をお願いしたところでございます。 

【竹花委員】  分かりました。ありがとうございました。首都決戦というのは24日

ですか。 

【指導部長】  お手元にチラシを配布させていただいておりますが、下の段の24日

（日曜日）は、全国の大学生がビブリオバトル（書評合戦）を行う決戦でございまし

て、高校生の部は前日の11月23日の午後でございます。 

【竹花委員】  大学生の部も東京都教育委員会が主催しているのですか。そうでは

ないのですか。 

【指導部長】  大学生の部は、東京都、文字・活字文化推進機構が中心となって進

めてございます。 

【竹花委員】  23日、時間があれば決勝大会ぐらいは見に行ってみたいと思うけれ

ども、内館委員、本を読んでいないと僕らは行っても分かりませんでしょうかね。 

【内館委員】  感想で、高校生が読むには面白い本だというので結構ですけれど

も、ちょっとライト過ぎますね。きっといろいろなものを読んで、その中でこれが面

白かった。特に５分間でまとめて話すには、これは自信があるということで出したも

のだろうと思いますけれども、私は、小説などでも、もう少し違うものも幅広く入っ

ているかなと思ったのですが、簡単にすぐに読める本は、いつでも、寝転がりながら

でも読めるわけですし、年をとってからでも読めるわけですから、この時代にしか読

めないとか、この時代に読んでおくべきものも、指導するというほど大げさではなく

ても、何らかの形で少しつついておく方がいいかなと、この一覧を見たときに思いま

した。突然ゲーテとかシェークスピアも出てくるのですけれども、日本の文学などで

も明治・大正期のものとか、つまらないと思っても構わないので、読んでおいてほし

いという気がいたしました。 

【委員長】  これは大変な激戦ですね。東京都の場合ですと、約8,000名の中から

270名が東京都大会に進出して、最終的には13名しか選ばれないということですね。

下の埼玉県、千葉県、神奈川県、夕張市については、どのぐらいの発表者がいたので
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しょうか。分かりますか。 

【指導部長】  ３県、夕張市からの参加校は合わせて62校ございました。 

【委員長】  三つ合わせてですか。 

【指導部長】  はい。埼玉県、千葉県、神奈川県、夕張市を合わせまして、参加し

た学校は62校、発表した生徒は149名で、そのうち17名が準決勝に進出ということで

すから、約10倍の難関を突破して進出という状況でございます。 

【委員長】  東京都の場合は10倍どころではない。800名に１人ぐらいですね。こ

れを突破するのは大変ですね。 

【内館委員】  でも、皆さんこれだけ関心があるということですよね。それはすご

いことですよね。 

【指導部長】  この大会の前に指導する先生方も集めまして、先生方にも書評合戦

とはどういうものか都庁で研修会を行いました。そこで、ああ、こういうものなのだ

と分かって、先生方が学校で指導されておりますので、学校を挙げて取り組んでいた

だいた成果かと思っております。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 私も読んでいないので、内容を知らずに申し訳ないのですが、少し軽いなという気

がします。しかし、本を読むということは悪いことではないので、よしとしないとい

けないのかなと思います。 

 ３番目の人は、サンテグジュペリの英語の本を読んだのですか。 

【指導部長】  訳してある英語の本を読んで紹介したということです。 

【委員長】  分かりました。 

 ほかによろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、この件につ

いては報告として承りました。いずれにしても、非常にいいプロジェクトだと私は個

人的に思います。 

 

（２）平成２６年度教育庁所管事業予算見積について 

 

【委員長】  次は、報告事項（２）平成26年度教育庁所管事業予算見積について、
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説明を、教育政策担当部長、よろしくお願いします。 

【教育政策担当部長】  それでは、報告資料（２）を御覧いただきたいと存じま

す。「平成26年度教育庁所管事業予算見積について」でございます。 

 この件につきましては、これまで各事業につきまして様々な御意見を頂きまして、

それを反映させて11月７日に予算発表という形で、教育庁も含めまして各局がどうい

う要求をしているかを東京都全体として公表したものでございます。１月上旬に知事

査定を経まして、１月中に原案発表となります。今後、財務局と折衝しまして数字が

動くということでございますが、現在の教育庁としての見積額でございます。 

 まず、Ⅰの「歳入歳出予算」を御覧ください。歳出でございますが、7,559億8,900

万円でございます。増減は非常に少なく、0.0パーセントの増減率となってございま

す。このうち、教育庁の予算は給与関係費が大半でございますが、事業費が8.2パー

セントの減となってございます。都立学校に関わります用地費が110億円ほど減とな

っております。 

 その下のⅡの「定数見積増減」でございますが、小学校、中学校、高等学校につき

ましては、児童・生徒数の増に伴いまして、小学校でいきますと、増減の欄を御覧い

ただきますと222人の増、中学校は71人の増、高等学校が100人の増、特別支援学校が

24人の増でございまして、学校の定数といたしましては、合計で417人の増となって

おりまして、定数全体は６万3,519人となってございます。 

 内訳を御覧いただければと思いますが、小学校につきましては、後ほど御説明いた

しますが、指導方法工夫改善加配が26人の増でございます。また、高等学校につきま

しては、真ん中にございますように、国際バカロレアの認定の取得に向けた取組とい

うことで、これは国際高校で５人の増となってございます。 

 なお、一番下に事務局定数がございますが、これは前年度と同じ数字でございまし

て、671人でございます。 

 ２ページを御覧ください。主に新規事業等を御説明申し上げます。 

 まず、１の「学びの基礎を徹底する」でございますが、児童・生徒の学力向上施策

の充実ということで、１番目にございますように、小中学校では小５・中２を対象

に、これは悉皆
しっかい

でございますが、都独自の学力調査を引き続き実施してまいります。 



 - 10 - 

 一つ飛ばしまして、先ほど申し上げましたように、小学校全校で３年生から６年生

の算数の授業におきまして、習熟度別の授業ができるように各学校に一人ずつ、

1,269人から1,295人、26人の増で、このほかに大規模校等につきましては、各学校加

配一人では足りませんので、非常勤講師、特にＯＢの活用を図りまして、全ての学校

で習熟度別の授業が展開できるように予算要求をしているものでございます。 

 その下でございますが、都立高校におきましては、学力スタンダードに基づきまし

て、到達度を確認しながら学力調査等を実施していくということで、平成26年度は第

２学年において先行実施をしていこうということでございます。 

 その下が新規事業でございますが、進学指導重点校等に外部専門家によりまして進

学指導のコンサルティングを導入していくということでございます。 

 続きまして、２の「個々の能力を最大限に伸ばす」でございますが、先ほど御説明

申し上げました高校生書評合戦首都大会を引き続き来年度も進めていくものでござい

ます。 

 そのほか、理数教育の推進でございますが、小中学校におきます理数フロンティア

校、東京ジュニア科学塾、中学生科学コンテスト、それから都立高校におきまして

は、主に部活動ということでございますが、理数教育チャレンジ団体を指定して、理

数教育の推進を図ってまいります。 

 その下でございますが、都立小中高一貫教育校でございます。12年間の一貫教育の

学習カリキュラムを検討いたしまして、平成29年度の開校を目指しております。 

 その下でございますが、国際社会で活躍する日本人の育成でございます。１番目の

丸が次世代リーダー育成道場でございまして、引き続き都立高校生200人を海外に留

学させていきたいということでございます。 

 その下で、都立国際高校におきまして国際バカロレアの認定の取得に向けた取組を

推進してまいります。 

 その下が新規事業でございますが、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が派遣しております

青年海外協力隊の方々が派遣前に国内で研修をしておりますので、この部分を都立高

校生向けにアレンジしていただきまして、新たなプログラムとして開発して実施して

いきたいと考えてございます。 
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 右上を御覧いただきたいと思います。英語教育の充実でございます。ＪＥＴプログ

ラムによりまして外国人英語指導者の配置で、英語のみならず、例えば部活動ですと

か、あるいは海外での生活様式ですとか、そういったことで、内向き志向の打破とい

うことも含めまして、まずは100人、将来的には都立高校全校に配置しますので、約

200人規模にしていきたいと考えております。 

 その次の３の「豊かな人間性を培い、規範意識を高める」でございますが、道徳教

育の推進と、その下、都立高校では現在「奉仕」を教科化しておりますが、これにキ

ャリア教育、道徳教育を一体化した新教科を進めていきたいと考えてございます。 

 続きまして、４の「社会の変化に対応できる力を高める」でございますが、引き続

きインターネットの適正な利用、このほか、その下でございますが、各企業、主にメ

ーカー等でございますが、いろいろな体験型の講座をしておりますので、これを一堂

に集めて実施して、体験型講座といたしまして、キャリア教育の普及を図っていきた

いと考えてございます。 

 その下の５の「体を鍛える」でございますが、体力向上施策では、東京都統一の体

力テストを引き続き実施いたしますとともに、第６回中学生「東京駅伝」大会を開催

いたします。 

 そのほか、オリンピック教育の推進でございますが、現在、スポーツ教育推進校を

300校指定しております。これをオリンピック教育推進校といたしまして、特にパラ

リンピックの普及も考慮いたしまして特別支援学校も含め、全校種から300校を指定

いたしまして、今後、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、全児童・生徒

が何かしら関われるような取組を考えていきたいと考えてございます。 

 その下は、2016年の東京招致の時には「オリンピック学習読本」を作りましたけれ

ども、そのような形の都独自のオリンピック教育補助教材を作成してまいります。 

 また、オリンピアン・パラリンピアンの派遣でございますが、これは全区市町村に

拡大していきたいと考えてございます。 

 ３ページを御覧いただきたいと存じます。来年度、全国高等学校総合体育大会（イ

ンターハイ）を８月１日以降開催いたします。東京都は総合開会式等を行いまして、

７競技を実施いたします。この経費を見積ってございます。 
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 その下の防災教育でございますが、全都立高校での一泊二日の校内での宿泊防災訓

練、防災関係機関と連携した二泊三日の宿泊防災訓練を引き続き実施してまいりま

す。 

 その下、「教員の資質・能力を高める」でございますが、まず第１は新規事業でご

ざいます。体罰の根絶に向けた取組の推進で、様々な研修の中、２番目でございま

す、感情を抑え、言葉で指導する力を高める特別研修プログラム、いわゆるアンガ

ー・マネジメント・コントロールの開発・実施をしていきたいと考えてございます。 

 その下の若手教員の育成でございますが、３番目でございます。採用３年目、これ

は全員でございます。中学・高校の英語科の教員は都内で3,000人ほどいるわけでご

ざいますが、毎年200人程度を採用しております。３年目の教員につきましては、３

か月間海外に派遣いたしまして、例えば大学での英語教授法、あるいは現地校での授

業で英語の指導力、あるいは一人現地で頑張って生活をしていくということで育成を

図っていきたいと考えてございます。 

 そのほか、メンタルヘルス対策、それから教育管理職確保対策といたしまして学校

リーダー育成プログラムを実施してまいります。 

 続きまして、８の「質の高い教育環境を整える」でございます。東京都特別支援教

育推進計画の第三次実施計画を引き続き推進してまいります。 

 右上でございますが、病院・施設内分教室等、これは現在、九つの分教室、あるい

は17校におきまして、教員が病院等を訪問して授業等指導を行うわけでございます

が、その際にタブレット端末を導入いたしまして、通信機能も含めまして教育の充実

を図っていきたいということでございます。 

 その下でございますが、特別支援学校を２校開校いたします。 

 その下でございます。いじめに関する総合対策の実施でございますが、今年度スク

ールカウンセラーを全校配置したわけでございますが、小５、中１あるいは高１の段

階で、全児童・生徒を対象に面接を実施できるように拡充を図るものでございます。 

 それから、児童虐待とか、あるいは家庭での様々な問題に対応するために、社会福

祉の経験がある方をスクールソーシャルワーカーといたしまして、学校のみならず家

庭にも訪問できるという取組でございまして、これを全区市町村に配置ができるよう
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に拡大をしていくものでございます。 

 その下でございますが、生活指導等の担当に、いじめ問題に適応した研修を新たに

実施します。また、法教育の観点からいじめ問題解決に向けたＤＶＤの作成をしてま

いります。 

 その下でございますが、非構造部材の耐震化、校庭芝生化の推進を引き続き図って

まいります。 

 ９の「家庭の教育力向上を図る」ということでございますが、１番目にございます

ように、家庭と子供の支援員、スーパーバイザーを配置してまいります。 

 その下、10の「地域・社会の教育力向上を図る」でございますが、学校支援ボラン

ティア推進協議会の設置促進、放課後子供教室の拡充を図ってまいるところでござい

ます。 

 説明は以上でございます。来年度このような形で予算の見積りをしているところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

【委員長】  ありがとうございました。いかがでございましょうか。ただ今の説明

に対しまして何か御質問・御意見はございますか。 

【内館委員】  全てに手が届くようになっていて、大変納得できました。それで、

一つ御質問ですが、「個々の能力を最大限に伸ばす」というところで、国際社会で活

躍する日本人の育成の一番上の丸に、事前の学習で、我が国の歴史や伝統文化に関す

る知識を身に付けるようにした都立高校生ということですが、これはどのくらいの期

間、どこで何を教えるのか、また誰が教えるのかということを知りたいのです。 

【教育政策担当部長】  基本的には、例えば大学の先生ですとか外部の方を呼んで

ということでございます。 

【内館委員】  専門家。 

【教育政策担当部長】  はい。 

【指導部長】  大体８月からこの時期に実施しておりまして、例えば都内の史跡と

か、歴史的な価値のある建物ですとか、江戸時代の印刷の技術ですとか、専門家のと

ころへ行きまして体験的に学習するといった取組を実施してございます。とにかく海

外へ行って、東京はどういう歴史のあるところなのかということを身に付けるため
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に、実際に行って見るという体験的な取組を進めてございます。 

【内館委員】  どのくらいの期間やるのですか。 

【指導部長】  回数にしますと、１日単位で行動します回を３回ほど設定してござ

います。 

【内館委員】  今伺っていると、それは我が国の歴史や伝統文化というよりは、東

京都の歴史ということですか。 

【指導部長】  「江戸から東京へ」という本がございますので、「江戸から東京

へ」を基に、日本の歴史の中で東京の果たした役割ですとか価値にまつわるものを研

修するという取組をしてございます。先日も中央図書館へ行きまして、なかなか見ら

れないのですけれども、中央図書館に保存されている江戸時代から明治、大正の様々

な印刷物を見させていただくなどの活動も行ったところでございます。 

【内館委員】  もしかしたら次回でも質問するかもしれませんが、分かりました。 

【竹花委員】  これまでの教育委員会でもいろいろな御意見を申し上げてきたこと

がうまく反映されて、現下の公立学校における教育の様々な課題を克服するために、

新しい施策を含めて非常に目配りがなされた予算案ではないかと感じます。とりわけ

今広がっているといいますか、我々が新しく気が付いた子供たちの学力の幅が非常に

広いという問題について、とりわけ基本的な問題について理解が進んでいない子供た

ちに対して、教える側の体制を強化して、一部の教科について習熟度別授業等の形で

格段の取組を強化していこうという点については、一つの大きな新しい試みでもあり

ます。その点でも非常に大事な予算案であろうと思います。 

 また、１から10までの表題には掲げられておりませんけれども、国際化に対応した

様々な新たな施策が設けられていることも非常にいいものであろうと思います。「国

際社会で活躍する日本人の育成」という言葉で言われております項目でありますと

か、あるいは「オリンピック教育の推進」というところで語られているような事柄

が、しっかりと新たなものとして盛り込まれて進められていくということについて、

これも非常に大きなものであろうと思います。 

 さらに、かねてから、社会人として必要な基礎力を公立学校の教育の中でしっかり

と身に付けてもらおうということでやってきたわけでありますけれども、キャリア教
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育を含めて、地域社会との連携ですとか、そうした問題についても目配りがなされて

いると思います。 

 また、いろいろ問題とされてきた体罰ですとか、いじめの問題についても、その対

応を行っていく予算が計上されているわけでございまして、そうした点でも非常に目

配りがなされた予算案ではないかと思います。 

 問題は、これがちゃんと予算として認められることでありまして、是非とも事務方

としてもしっかりと説明をしていただきたいと思いますし、教育委員会としても必要

があればそれなりの対応を取りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

【山口委員】  もしかしたら前にも伺ったかもしれないのですけれども、耐震化の

推進が平成27年度までの完了に向けてということで予算組みがされているのですが、

学校において安心・安全を守るというのは最も重要な部分だと思います。平成27年度

までに完了するということは、今の時点で安全ではないというのではなくて、より安

全にという理解で、どのような計画なのか、私は不勉強で分からないので教えていた

だければと思います。 

【教育政策担当部長】  建物本体、躯体といいますけれども、例えば校舎ですとか

体育館は100パーセントに近い状況で耐震化は済んでおります。前回の東日本大震災

のときに避難所となりました体育館に、例えばバスケットのゴールですとか照明の器

具が吊設置されておりますけれども、それが落下をしたら非常に危険であるというこ

とでございます。非構造部材の耐震化といいますのは、そういった吊り下がっている

本体以外の部分、例えば外壁ですとか、窓ガラスですとか、そういったものの耐震化

をしていこうということでございます。これは東日本大震災で実は若干計画が遅れて

しまった関係がございますので、平成27年度までになっておりますけれども、基本的

には、建物本体はほぼ100パーセント大丈夫でございます。ただ、統廃合の計画があ

るところは少し遅れておりますけれども、基本的には、都内では公立学校は100パー

セント耐震化が終わっておりますので、今度は更に非構造部材という本体以外の部分

の耐震化を進めていくというものでございます。 

【山口委員】  分かりました。ただ、災害というのはいつ起こるかわからなくて、

生徒たちが活動中に非構造部材が落ちてきたりという危険性も当然あるわけで、学校
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自身は、こういった危険があるということは分かっているわけですよね。 

【教育政策担当部長】  特に区市町村立の学校でいきますと、区市町村の教育委員

会に建築の専門家というのはなかなかいないものですから、私どもからアドバイザー

を紹介したりですとか、今現在、文部科学省から通知が出ておりまして、どことどこ

を目視、目で点検してくださいというところまではできておりますけれども、更にそ

れ以上のところをどうするかということは、今後、これもまず調査をして、どういう

工法が必要で、何をすればいいかを進めていくということでございます。 

【山口委員】  学校の先生方がそれを分かっていると、何かが起きたときに、避難

誘導の際に安全をより確保できるのかなと思います。平成27年度までに完成されると

いうことなので、その間の期間はそういったことを先生方にも是非周知していただけ

ればと思います。 

【教育政策担当部長】  ありがとうございます。 

【乙武委員】  資料の３枚目の「９ 家庭の教育力向上を図る」の一つ目の四角で

すが、「家庭と子供の支援員」を配置というところの予算は、具体的に人件費として

見込んでいるのか、それとも違う形での予算なのか。 

【予算担当課長】  お答えいたします。主に人件費でございます。家庭と子供の支

援員に係る部分の人件費が中心になっております。 

【乙武委員】  ありがとうございます。 

【委員長】  直近の全国学力・学習状況調査で、東京都にとって非常に画期的なこ

とが起きました。これまで中学生の成績がどうしても全国平均を上回らなかった。全

国平均でいいということではないのですが。我々いろいろなことをやってきたのです

が、効果が出ないということで、私、正直なところかなりいらいらしておりました。

今回の東京都の中学生の結果は、ある意味では大変なことで、国語Ａ、Ｂ、数学Ａ、

Ｂのうちの一つだけが全国平均と同じだったのですが、後は全て全国平均を上回りま

した。しかも、かなり有意差を持って上回っているということで、私は正直言ってび

っくりしました。我田引水になるかもしれませんが、我々がいろいろなことをやって

きた成果がやっと出たのではないかと思います。竹花委員の御発言のように、引き続

き目配りをして関連する予算案を作っていただきたいと思います。 
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 国際バカロレア試験について質問があります。私は国際バカロレアの文部科学省の

委員をしていますので興味があるのですが、この100人というのは平成26年度から高

等学校に入学させるのですか。 

【教育政策担当部長】  国際バカロレアでございますか。 

【委員長】  １ページ目の学校定数のところに国際バカロレアの生徒数増、100人

とありますよね。生徒数（学年進行・学級増）、ほかもあるのでしょうけれども、国

際バカロレアの認定の取得に向けた取組で生徒はまた増えるわけではないのですね。 

【教育政策担当部長】  生徒自体は増えません。 

【委員長】  現在の１年生から始めるのですか。 

【教育政策担当部長】  現在の前期募集の160人の枠の中で、25人のコースを作る

ということでございます。ただし、非常にきめ細かい授業を行いますので、その部分

での教員の増が5人ということでございます。 

【委員長】  卒業するのが平成30年ですね。 

【教育政策担当部長】  平成30年の春に卒業しまして、その年の秋に海外の大学を

受験するということです。 

【委員長】  分かりました。 

 それから、細かいことで恐縮ですが、次のページの１の丸の２番目の都立高校のと

ころで、進学指導重点校等に外部専門家による進学指導コンサルティングということ

が書いてあります。外部指導家というのはどういう方ですか。分かりますか。 

【教育政策担当部長】  進学塾の方です。 

【委員長】  それ以外に人材がいないため、そこへお願いするということですね。

分かりました。 

 それから、２の「個々の能力を最大限に伸ばす」で、理数教育の推進の二つ目の黒

ポツの東京ジュニア科学塾、これは大変結構な取組だと思いますが、対象者はどのぐ

らいですか。 

【教育政策担当部長】  先般ももう少し増やすようにと言われたのですが、今、40

人で計画をしております。 

【予算担当課長】  来年度の予算では増やす内容にしておりまして……。 
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【委員長】  今年度は40人。 

【予算担当課長】  今年度40人ですけれども、来年度は200人、かつ６回の講座

で、延べで言いますと1,200人が参加できるような形での要求をしております。 

【委員長】  分かりました。どうもありがとうございました。 

 それから、国際社会で活躍する日本人の育成のところの２行目、１期生の成果発信

事業、これは大変重要なことだと思いますけれども、どういう形にするか具体的にあ

る程度検討されていますか。 

【指導部長】  この12月に、現在オーストラリアに１年間行っている生徒がおりま

して、その生徒がそれぞれどういう勉強をしてきたかということを、これから行こう

とする高校生、中学生、あるいは小学生へも対象を拡大しまして報告会を実施する予

定でございます。 

【委員長】  その生徒に文章を書いてもらって、それを印刷するとか、そういうこ

とではなくて、実際に生の話を聞いてもらうということですね。 

【指導部長】  はい、そうです。 

【委員長】  大変結構だと思います。 

 最後ですが、先ほど山口委員が御質問になりました非構造部材の件ですが、耐震化

は大体終わっていると私も認識しております。専門的な質問になって恐縮ですけれど

も、東京都の場合は、Ｉｓ値0.4でやっているのですか。 

【教育政策担当部長】  0.3です。 

【委員長】  0.3でしたか。それを国は今、0.7にしようとしているのですけれども

……。 

【教育政策担当部長】  失礼しました。0.7です。 

【委員長】  既に東京都は0.7になっているわけですね。ちなみに、前にも御説明

しましたけれども、Ｉｓ値というのは、震度だとか構造体の作り方だとか、そういう

ものを全部考慮した計算式です。0.4だと中くらいの強い地震には平気だということ

で、0.4を目標にやっていたのですが、最近、国はこれを0.7に格上げしたのですが、

東京都の方は既にやっておられます。国にはまだ0.7に達していない大学がありま

す。分かりました。ありがとうございました。 
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【内館委員】  先ほどの件です。１期生の成果発信によってまたいろいろ得るとこ

ろもあると思いますけれども、私は、事前学習で我が国の歴史や伝統文化に関する知

識を何ゆえにやるのかと考えたときに、恐らく海外で自国をある程度語れるようにす

るという意味だろうと思います。それから、日本人や日本の国に対する誇りという

か、矜持
きょうじ

というか、そういったものも養成ということであるとすると、授業でどうい

うことをやったらいいのかという講義内容をもっと熟慮しないと、３日間の遠足みた

いなことで終わってしまったのではどうなのだろうかという気がするのですけれど

も、次回もう少しお考えいただいた方がいいのではないか。１期生の成果発信の中

で、もしかしたら、こういうことが役に立ったとかということが案外出てくるかもし

れませんので、それを参考にしながら考えた方がいいのではないかと思います。これ

は、どうももったいないなという気がするのです。 

【指導部長】  先ほど体験的な学習を取り入れてというお話をしましたけれども、

もちろん、歴史とか伝統について大学の先生の講義を受けたり、自分たちで調べたも

のを発表した後に、東京都の史跡ですとか、そういったものについての見学も含めて

行ってございます。 

【内館委員】  その前の大学の先生たちからの伝統文化の講義というのはどういう

ことをやるのですか。 

【教育長】  内館委員、それでは、具体的に何をやっているかをペーパーにして、

具体的な内容が入った形で、御覧いただいて分かるように御説明させていただきたい

と思います。 

【委員長】  内館委員の御心配はごもっともだと思いますが、この線の事前研修に

ついては、日本は割合ノウハウを持っています。例えばＪＩＣＡ、サンケイスカラシ

ップなどが、派遣する専門家、留学生のために事前研修を行っています。このような

ものをフルに３日間やれば、相当吸収してもらえると思います。もちろんＪＩＣＡと

か外務省はもっと長くやりますが。その辺も含めて、比留間教育長、何か他に御発言

がありますか。 

 何かありますか。 

【予算担当課長】  若干の補足をさせていただきますと、あと能を見てもらったり
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とか、歌舞伎を見てもらったりとか、そういう伝統文化の方でも取組をやっておりま

すので、その辺を是非一度御説明させていただきたいと思います。 

【委員長】  是非お願いします。 

【教育政策担当部長】  200人の生徒は、それぞれがホームステイをしまして、こ

の前、山口委員からも御指摘があったように、グループにならないように一人ずつ家

庭に行く。その家庭の方も、日本人の高校生が留学生として来るわけですから、やは

りそれに答えられるようなちゃんとしたアイデンティティーを持たせる。単に英語だ

けではなくて、海外での生活、一人で暮らしていく、こういったことを目的にしてお

りますし、非常に志の高い生徒が集まっていますので、中身をもっと充実させていく

という点では、御意見を頂いて、また御説明に上がります。 

【内館委員】  分かりました。 

【竹花委員】  もう何回も私も御説明を受けて、今日こういう発言をするのも初め

てで恐縮ですけれども、公立学校における教育というのは、都の教育委員会での予算

もありますが、区市町村の教育委員会での予算も相まって、公立学校における公教育

が充実したものになっていくのだろうと思います。区市町村においても、同じような

テンポで来年度予算について準備を進めているだろうと思いますけれども、教育庁の

今日固まる予算の中身については、区市町村には、東京都教育委員会はこういうこと

を考えている、これを参考にして、皆さんは我々の足りないところをうまく補充する

なり、あるいはもっと充実するなり、そういう予算にしてくださいというお願いはす

るものですか。 

【教育政策担当部長】  個々の事業についてはもちろんやりますし、逆に、我々が

予算要求の見積りを始める前に、各区市町村から都としてこういう予算を付けてくれ

という要望は、代表の教育長の方から頂いております。それを踏まえて、東京都でで

きること、あるいは東京都を経由して国へ要望しております。ただ、委員がおっしゃ

ったように、個々の事業を全部まとめてという形では、教育施策連絡会の時に、こう

いう予算が付きましたということと、今後、予算が固まった段階で主要施策を作りま

して、それを区市町村に説明しております。 

【竹花委員】  予算を作る段階で、今回の新規施策もいろいろあるわけですけれど
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も、個別の事業についての説明ではなくて、東京都がどういう視点で予算全体を作ろ

うとしているのかということについても、少し区市町村の教育委員会に説明をして、

全体として公教育が斉一性のあるといいますか、全部斉一性があることは必要ありま

せんが、それなりの流れに応えられるような形にする努力を今までやっていないので

あれば、そんなに手数のかかることではありませんので、少し考えてみていただけま

せんでしょうか。 

【教育政策担当部長】  その辺は十分周知を図るとともに、調整していきたいと思

います。 

【総務部長】  例年、１月の予算原案発表を受けまして、各教育長会に出向きまし

て説明してございます。 

【竹花委員】  それでは遅いのではないかというのが僕の指摘です。それは固まっ

た段階ですから。もちろん、我々が予算要求するというのは、全て駄目になるという

わけでは決してないわけで、教育委員会がこういう形で要求すれば大方は認められて

いくという前提の基に、各区市町村の教育委員会の予算の策定の段階でも、そういう

ことを参考にして考えてもらえないかというふうにする方がいいのではないかと僕は

思いますけれども、いかがでしょうか。 

【教育政策担当部長】  分かりました。例えばスクールソーシャルワーカーにつき

ましても、教育長レベルで、実は配置したいのだけれども、人材がいないですとか、

拠点校方式、巡回方式、いろいろな方式があるけれども、どれがいいだろうかという

ことは御相談いただいておりますし、我々もそれを受けまして、では、区市町村に配

置できるように予算を要求していこうというふうにしております。今後もそういった

ことで区市町村と詰めていきたいと思います。 

【竹花委員】  まだ僕の言っていることを捉えてもらっていない。東京都教育委員

会が今度の予算の案を作るときにいろいろな議論をしてきているわけで、そのコンセ

プトみたいなものが反映されているわけですね。残念ながら、項目としてはそれが少

し見にくいところもあるけれども、今そこが少し分かりにくいので、僕は冒頭、長い

ですけれども、簡単に話をさせてもらったのですが、そうした点を区市町村の教育委

員会にも示してほしいと思います。そうすると、彼らは彼らで、それは考えているこ
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とがうちと同じだ、しかし、うちはこういうことがもっと大事だというふうに、いろ

いろ考えてやっていただける。それは区市町村の教育委員会のお考えでいいわけです

けれども、そこの段階でもう少し区市町村の教育委員会に私どもの考えていることが

伝わる努力をしてもらった方がいいのではないか。終わってから説明してみても、は

っきり言って、それは終わった後の話だと僕は思いますけれども、いかがですかとい

う問い掛けです。 

【教育政策担当部長】  先ほどお話がありました学力向上施策で、例えば小学校３

年生から６年生まで一体どうやって教えていくかというのは、区市町村の代表の方も

含めて、私どもで作っているベーシック・ドリルを更に進化させまして、例えば５年

生になっても４年生の内容が身に付いていない。それは例えばドリルをさせて戻して

いくということをやる。では、人はどうなのかというところは、今回26人増と非常勤

教員500人、これは区市町村と進めながら行うものでございます。ただ、確かに要求

はどうなのかと言われると、その段階でも我々は財政当局に要求していきますぐらい

しかなかなか言えないのが実情でございまして、そこは少し工夫の余地があろうかと

思っております。 

【教育長】  多分国の概算要求のシステムと同じような形で、あれは割と早いので

す。概算要求の中身が分かるのが８月末とか９月の初めぐらいです。東京都の場合、

これが大体11月の初め、この時期です。これは11月７日で、竹花委員がおっしゃった

ような趣旨をやろうとすると、多分区市町村の予算要求に間に合わないのです。個々

の施策というよりも全体として、東京都教育委員会として重点的にこういうことに取

り組んでいこうと考えていますということで、国の概算要求もそうですけれども、財

務省との折衝を経なければというのは、地方自治体はみんな分かっているわけです。

でも、文部科学省はこういう要求をするのかというのを踏まえた上で、地方自治体も

いろいろな組立てをしている。多分そういうことが必要なのではないかという御指摘

だと受け止めましたので、時期の問題も含めまして、何がどこまでできるか、財政当

局との調整が必要な部分もありますので、検討させていただきたいと思います。少し

時間を頂ければと思います。 

【竹花委員】  恐らく今は１年遅れで区市町村は考えるのだろうと思います。それ
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はそれで一つの在り方ですが、今、教育長がおっしゃったように、時代の流れが非常

に速い中で、我々がやらなければいけないと思うことを、都、区市町村が一体となっ

て、同じ方向に同じ時期に向かっていくということはすごく大事だと思いますので、

今年度どういう工夫が可能かということを更に御検討をお願いするとともに、来年度

以降どうするかということについても検討してほしいと思います。私も６年もやって

いて、こんなことを今頃言うのも変な話ですけれども、そこをよろしくお願いいたし

たいと思います。 

【委員長】  私も似たような考えを持っていまして、東京都教育ビジョンが中心に

なることは確かですけれども、東京都教育ビジョンはいろいろな項目が入り過ぎてい

るのは仕方ない。あれはあれでいいと思いますけれども、あれを一まとめにして、例

えば、今、キーワードは何かというと、国際化です。それから学力向上と、学校の安

全というか、環境作りだと思います。環境作りといっても、先ほどのハードの面、耐

震化の問題もあるし、いじめの問題もあるし、暴力の問題もあるし、体罰の問題もあ

る。そういうものをひっくるめた大きな要素を抜き出して、それで御説明いただくと

割合分かりやすいのではないか。東京都教育ビジョンは項目があり過ぎて、どれを狙

ったのかが分からない。ある意味で言うと、これは日本が最も不得意なところです。

アングロサクソンは、まずそれを出してから細かくブレークダウンしていくので、割

合分かりやすいのですが、その辺の努力をしていったらいいのではないかと思いま

す。 

 よろしゅうございますか。―〈異議なし〉―それでは、この件についても

報告として承りました。 

 

参 考 日 程 

 

（１）教育委員会定例会の開催 

     １１月２８日（木）午前１０時             教育委員会室 

（２）知事との懇談 

     １１月１５日（金）午後２時１０分           都庁内会議室 
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【委員長】  教育政策課長、今後の日程についてお願いします。 

【教育政策課長】  今後の日程についてでございますけれども、次回の定例会は11

月28日木曜日、午前10時より、ここ教育委員会室で行われます。 

 また、知事との懇談が11月15日金曜日、午後２時10分より、都庁内会議室にて行わ

れる予定でございます。 

 以上でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。ほかに何かございませんか。よろしゅうご

ざいますか。 

 それでは、引き続き非公開の審議に入ります。 

（午前11時06分） 

 


